
　 東大阪区域内、大東市と東大阪市の境界線
及び府道大阪生駒線の西側の交会点を起点と
し、順次、大東市と東大阪市の境界線、大阪府
と奈良県の境界線、東大阪市と八尾市の境界
線、東大阪市道石切枚岡高安線、府道枚岡停
車場線、近畿日本鉄道奈良線、市道石切東44
号線、市道石切東34号線、市道布市日下線、
市道孔舎衙東32号線、市道孔舎衙東29号線、
市道孔舎衙東31号線及び府道大阪生駒線の
西側の路線を経て起点に至る線で囲まれた区域
以外の区域

※この地図は鳥獣保護区等の区域を参考に示したものです。各区域の境界付近での狩猟は控えるようにしてください。
※他府県の鳥獣保護区は参考として示しています。詳しくはその府県の地図等で確認してください。

31　東大阪特定猟具使用禁止区域
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【凡例】
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鳥獣保護区（他府県）

【凡例】

【指定区域】

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）　R4JHs　414」

【全体図】
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